
  

第二部  各論
二  国民の健康
1  疾病対策
(一)  結核

公衆の集合する場所にたんつぼの設置等を定めた結核予防規則が内務省令として制定され、結核予防が
行政的に始めてとり上げられた時代、結核患者をサナトリウムに収容する以外に方法がなかつた時代、
せめて結核死亡者数の倍の病床をもちたいと願つていた時代の結核予防と、BCGワクチンの接種によっ
て結核発病者を減らし、エックス線間接撮影装置を駆使して結核患者をもれなくは握しようとしている
最近の結核予防とでは、内容的にはほとんど別のものといつてもよいほどの進歩のあとがみられる。す
なわち昭和二三、四年頃までの結核の治療法は、特別の薬も、そして切除術のような根治的手術もない
ところから、いわゆる大気、安静および栄養が結核療法の主軸をなしていた。その当時は、治療に積極
的な期待がもたれず、軽いうちにみつけて生活を規正し、経過をみながら対症療法を行なうにすぎな
かったが、今日では化学療法と外科的療法の目ざましい発達をみ、治療に積極的な期待がもたれるよう
になり、その結果、結核対策の重点は、早期発見、早期治療とともに、無自覚の患者をみつけだし、治
療を受けさせ、軽症のうちに治療させるという仕事に変わってきたのである。

二八年および三三年に厚生省で実施した結核実態調査の結果からも明らかなように、結核患者は相当病
状が進んでいても必ずしも自覚がない。第五八表に示すとおり、要医療患者の四分の三、空洞のある患
者の二分の一に近いものが現在結核にかかっていると思つていないという結果がでているのであるか
ら、自覚のない患者は軽症患者であるとはいちがいにいえないし、また、結果的にみても、現在の結核
健康診断は軽症者の発見とともに自覚のない相当病状の進んだ患者をもみつけだすための手段でもある
といつてさしつかえないであろう。

第58表 結核患者の自覚率

これからの結核対策は、すべての患者をみつけだし、適正な医療を受けさせるようにすべての患者を管
理し、必要な治療を完全に実施することを保障するという三つの施策が、円満な調和を保ちつつ、しか
も高いレベルにおいて達成されるというところにその目標を指向すべきものであろう。三四年度から
は、新たに全国で二一八の保健所管轄地区が指定され、国の特別の助成のもとに、当該地区において、
このような方針による総合的な結核対策が行なわれることとなつたが、今後は、この推進地区を全国的
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に拡大していく必要があるものと思われる。
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二  国民の健康
1  疾病対策
(一)  結核
(1)  現状

結核による死亡数および死亡率は、引き続きめざましい減少と低下を続けており、昭和三三年の年間死
亡数は、三万六、一八六人と四万人を割り、人口一〇万対死亡率も三九・三となつた。そして死亡率の
減少と低下のとくに著しいのは、第一五図に示すとおり青年層であつて、いまや、わが国の結核死亡
は、青年層に死亡率のピークをもつていた過去のタイプから転じて、欧米諸国と同様に、高年齢層に高
率を示すものとなつてきている。しかし、その死亡率を欧米諸国と比較すると、三二年(一九五七年)にお
いて、アメリカの六倍、カナダの六・六倍、フランスの一・七倍という高率であり、なお結核対策に努
力を傾注すべきであることは明らかなのである(第五九表参照)。

第15図 年齢階級別結核死亡率の推移

第59表 各国の結核死亡率およびり患率
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ちなみに、死因順位は、三二年と同様第六位であるが、第七位の不慮の事故との差は、きん少となって
いる。一方、結核患者の動向を、三三年の第二回結核実態調査の結果によってみれば、全国の結核患者
数は、要医療者三〇四万人、要観察者(医療は必要としないが、生活規正の面で医師の監督、指導を要す
る者)一四七万人と推計されている。総人口対比にすると、要医療者が三・三%、要観察者が一・六%で
あり、二八年の結核実態調査に比べると、要観察者は半分くらいに激減しているが、要医療者について
はほとんど変わりがない(第六〇表参照)。しかし、要医療者を年齢階級別にみると、結核対策が比較的よ
く行なわれている若年層の患者数は、かなり著しく減少しているのに対し、対策の不じゅうぶんな高年
齢層における患者数が増加しており、この結果患者総数においては、ほとんど増減がみられないのであ
る。すなわち、結核は死亡においてばかりでなく、疾病としても高年齢層の問題となつてきているので
ある(第一六図参照)。

第60表 全国推計結核患者数および割合

第16図 年齢階級別要医療結核患者数
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第二部  各論
二  国民の健康
1  疾病対策
(一)  結核
(2)  健康診断

無自覚患者発見方法としての健康診断が結核予防対策上最大の武器であることは、治療法の進歩した現
在においても変わりはない。結核予防法による健康診断には、労働基準法に規定する事業または事務所
の使用者、学校の長、矯正施設等の長または市町村長がそれぞれ従事者、学生生徒等、当該施設に収容
されている者または上記以外の一般住民に対し、毎年期日を指定して実施する定期の健康診断のほか、
結核予防上とくに必要があると認めたとき都道府県知事が、結核患者家族または業態者等に対して実施
する定期外の健康診断とがあるが、その内容はいずれもツベルクリン反応検査、エツクス線検査、赤血
球沈降速度検査等である。

昭和二六年結核予防法が制定されて以来、これら健康診断の受診者数は、年年増加して、三三年の年間
受診者数は、 第六一表に示すとおり、三、六五八万人であり、三二年を三四〇万人も上回っている。こ
の増加分のうち、二六〇万人は、三〇年八月から始められた市町村長を実施義務者とする一般住民の受
診者分であった。しかし、検診を受けるべき対象者の総数に対する受診率は、なお三八・九%という低
率であり、ことに第六二表に示すとおり、患者家族は二三・六%、市町村長を実施義務者とする一般住
民は二一・五%で、いずれも平均をかなり下回っている。患者家族については、第六二表に示すとおり
患者発見率が群を抜いて高いこと、一般住民については、結核患者が高年齢層にうつりつつあることか
らいつて、これらの者に対する健康診断は、さらに強化していく必要があろう。なお、健康診断による
患者発見率は、はなはだ低く、〇・三%にすぎず、潜在患者の発見という目的からすれば、必ずしも効
率的な健康診断が行なわれているとはいえない。さらに性能のよいエツクス線撮影装置の普及、撮影技
術、読影技術の向上により検診精度の向上を図ることが必要と考えられる。

第61表 健康診断および予防接種実施状況

第62表 実施義務者別健康診断受診率および患者発見率
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次に、結核予防法の規定による予防接種は、通常健康診断と一体化してツベルクリン反応陰性者または
疑陽性者に対し、BCGワクチンを接種することによつて行なわれるものであるが、その効果は結核の発
病率を二分の一以下に、死亡率を一〇分の一以下に抑制し、たとえ発病しても軽く経過させうるものと
されている。その実施状況は、三三年は六六〇万人であり、三三年の結核実態調査の示すところによれ
ば、過去にBCGワクチンの接種を一回以上受けた者は、全国民の三八%にあたる三、五〇〇万人の多数に
のぼるものと推計されている。
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二  国民の健康
1  疾病対策
(一)  結核
(3)  患者管理

昭和三三年の結核実態調査の示すところによれば、自分が結核であることを知っている要医療患者のう
ち、治療を受けている者は、七四%であり、また自分が結核であることを知つている要入院患者のう
ち、入院している者はわずかに三五%にすぎない。現在結核健康診断により発見される患者は、年間一
〇万人程度であるが、そのほかに医師からの届出によつては握される者もあるので、新しく保健所の登
録カードに登録される患者は年年三十数万人にのぼり、過去三カ年間を合算すれば、新しい登録患者は
一〇〇万人以上いることになる。その中の二～三割が治療を怠つているとすれば、二〇～三〇万人の放
置患者がいることになるので、それらの患者に対し確実に医療を行なうことは、前述の健康診断と同
様、決してゆるがせにすることのできない結核対策なのである。

これまで保健所は、各種の業務が繁忙であり、その能力の限度というような問題もあって、これらの新
しい登録患者に対する管理すなわち登録後の指導、受療をすすめることあるいは家族の検診などの施策
はとかく不じゆうぶんとなりがちであつた。しかし、こうしてみると、医師からの届出を確実に整理
し、登録票を正確にし、登録患者の現状をは握して適正な医療を受けさせ、なおるまで着実に追求管理
することは、結核対策を進めるうえにきわめて重要なことである。このため三四年度から、従来の取り
扱いの検討を行なうとともに、新しい施策としく少なくとも過去三年間の届出患者を新しい様式の登録
カードに転記し、これを現状の調査によって仕分けを行ない、略治あるいは放置と称されるような、医
師の管理指導のもとに置かれていない患者については年一回以上精密な検診を行ない、要観察者は保健
所の直接の指導のもとに置き、要観察が三年間異常なく経過すれば健康人扱いとして、登録からはずす
という患者管理の方式を採用することになつた。
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第二部  各論
二  国民の健康
1  疾病対策
(一)  結核
(4)  医療

ここでは結核治療指針の改正ということについて述べておこう。結核医療を行なう場合の基準として、
社会保険と生活保護の患者については「結核の治療指針」が、そしてまた結核予防法によつて、医療費
の公費負担を受ける患者については「結核医療の基準」が定められているが、これは結核治療医学のめ
ざましい進歩に伴ってしばしば改正されてきている。最近においては、昭和三二年四月に相当大幅の改
正が実施されたのであるが、その後の結核化学療法の進歩に基づいて、三四年八月に再び改正が加えら
れた。結核医療内容の変遷と化学療法の進歩の状況を、二八年と三三年の結核実態調査の結果からなが
めてみると、第六三表に示すとおり、二八年には化学療法適応の者が一〇〇人のうち七八・八人の割合
であったのが、三三年になると、実に九三・二人と激増した。ただこの化学療法適応者の中には、一応
化学療法を行なうが、経過によっては手術の適応と認められるものが含まれていることに注意すべきで
ある。また二八年には一〇〇人のうち六・二人を占めていた内科的虚脱療法の適応者が、三三年には皆
無になつている点も強調されねばなるまい。このような適応率の変化に応じて、今回の治療指針の改正
も、化学療法の適応の拡大ということに重点を置いて行なわれたのである。これによつて結核の化学療
法の種類は、併用療法だけで一二種類、単独療法を加えれば一五種類という多数にのぼり、また各種化
学療法の使用期間が大幅に延長されたので、患者の病状などに応じて各種の化学療法を縦横に駆使して
治療ができるようになつた。

第63表 肺結核要医療者に対する各種療法適応率
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第二部  各論
二  国民の健康
1  疾病対策
(一)  結核
(5)  濃厚感染源対策

伝染病の予防には、他に感染させるおそれのある患者を隔離して、感染源をしや断してしまうことが最
も基本的な施策であることはいうまでもない。そして結核の場合も、結核予防法によって都道府県知事
は、公衆に感染させるおそれの著しい患者に対して接客業等の業務につくことを禁じ、あるいは家庭内
に感染させるおそれのある患者に対し、医療機関へ入所するよう命令することができるようになってお
り、命令により入所した者に対しては、その負担能力に応じて医療費の全部または一部を公費で負担す
ることになっているが、これらの対策を普通「濃厚感染源対策」と呼んでいるのである、昭和三三年の
結核実態調査によれば、有空洞患者は、四一万人と推定され(第六〇表参照)、その四六%にあたる一九万
人は、現在結核であることを自覚しておらず、家庭や職場にあって濃厚感染源となつているものと推定
されているのであつて、この中でも急を要するものは家庭内感染源対策であろう。このことは、六才以
上の世帯員に感染性患者のいる世帯では、六才未満の要医療者のいる割合が二%、非感染性患者のいる
世帯および不活動性患者のいる世帯では〇・五%、患者のいない世帯では〇・二%となつていることから
もはつきりわかるのである。このような緊要性にもかかわらず、これまで、この制度の活用された実績
は、三一年が二、〇二二件、三二年が二、五八三件、三三年が二、八一九件にすぎず、結核対策上あま
り大きな役割を果たしてこなかったのである。

このため三四年度からは、さきにのべた結核対策推進地区については、とくにこれまでの実績件数をこ
えた部分については、公費負担を国が三分の二、都道府県が三分の一という割合にして、強力に濃厚感
染源対策を進めることとなつているので、今後の成果が大いに注目されるところであつて、結核病床に
比較的ゆとりの生じてきているときでもあり、明三五年度以降、さらに、この推進地区を拡張してその
対策を強化することが望まれているのである。
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第二部  各論
二  国民の健康
1  疾病対策
(一)  結核
(6)  医療費および病床

医療費

結核は、多額の医療費を必要とする疾病である。第六四表でわかるとおり、昭和二九年度には国民総医
療費の四分の一以上(二五・三%)が結核医療費で占められていたが、その後、その割合はしだいに減少す
る傾向を示している。しかし、三二年度においてもなお一九・五%という高率を示しているのであっ
て、結核医療費の問題は、医療経済上のみならず、国民経済のうえでも、まだ大きな問題であるといわ
なければならない。三二年度の結核医療費総額六三三億円のうち、入院患者の分が四七九億円で全体の
七六%を占めており、在宅患者の分は一五五億円で全体の二四%にすぎない。また、負担区分ごとに結核
医療費の占める割合をながめると、生活保護法による負担分が実に全体の二二・一%にのぼつているこ
とは、注目を要することであろう(三一年度は、結核医療費総額六二七億円、うち、生活保護法分が一四
五億円で、率にして二三・一%である。)(第六五表参照)。

第64表 国民総医療費中に占める結核医療費の推移

第65表 国民総医療費と結核医療費
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また、厚生省で毎年実施している患者調査によつて、結核患者の医療費の支払方法をみてみると、入院
患者については、その六七%が自己負担をほとんど必要としない被用者保険の本人と生活保護法の被保
護者で占められており、この事実は注目に価する。

病床

結核病床の利用率は昭和二七年の九六・二%を最高とし、毎年低下を続け、三三年には八二・〇%となつ
た。

ただ、この間在院患者数は減少していないので、利用率の低下は、病床の増に入院患者の増が追いつけ
なかつたために起つた現象と考えられる。しかし、今後国民皆保険の達成と医療保障を一層推進するこ
とにより、また濃厚感染源対策を推し進めることによって入院患者の数も相当増えることが予想され、
したがって現在のところ、病床利用率が低下したからといつてただちに結核病床を減らしてもよいとい
うことにはならないのである。

さらに考察してみると、第六六表で明らかなように、利用率が七〇%以下の結核療養所が一四七カ所(二
一・六%)もあるかと思えば、利用率九〇%以上のところが二九八カ所(四三・八%)もあり、療養所によつ
てはまだ入院するのに二、三カ月の待期期間を必要とするところもある現況である。なんといつても、
病床さえあればという時期からみれば、数段と事情がよくなつていることは確かであるのだから、この
際地域的あるいは機能的な分布については、再検討を加えることが必要でもあろう。また、欧米諸国の
先例のように将来、結核問題がしだいに解消していくならば、これらの施設を転換して結核後保護施設
あるいは長期排菌者に対する保護工場等にするというような問題も起るであろう。

第66表 結核病床の利用率別病院・療養所数
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しかし今日のところでは、ともかくもわが国から結核を一日も早く一掃するため、濃厚感染源対策の推
進を図り、また他方では国民皆保険体制の整備充実を図ることによつて、要入院患者の入院を一段と促
進させなければならないのであつて、そのための必要な病床はもとより確保されなけれなばらないので
ある。
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第二部  各論
二  国民の健康
1  疾病対策
(一)  結核
(7)  結核回復者の社会復帰

最後に、結核回復者の社会復帰の問題にふれておこう。結核回復者の後保護と社会復帰に対する施策
は、結核対策のしめくくりをなすものであり、結核の医療対策と並んできわめて重要な問題である。こ
のため、国においては、昭和二八年度以来、結核回復者のうち無職の者および原職復帰の困難な者等を
退院後一定の期間収容して、適正な健康管理のもとに職業の補導、生活の指導を行なう後保護施設の整
備を行なってきており、三四年八月現在で全国に一八カ所の施設が設置されている。第六七表は、この
後保護施設を退所した者のそののちの状況を調べたものであるが、これでもわかるとおりきわめて顕著
な成果をおさめているのである。

かように、わが国の結核回復者の社会復帰の対策は、後保護施設という施策によつてようやく緒につい
たとはいうものの、現在のところ、その収容定員は、わずかに一、一六〇人にすぎず、その整備は、ま
だまだ不じゅうぶんといえる。さらに、社会復帰というような、大きな問題の解決を図るには、この種
の施設だけで達成できるわけのものではなく、これとあわせて広く労働政策等の見地から各方面の協力
をえて、じゅうぶんな対策をこうじていく必要があるといえよう。

第67表 後保護施設退所者の社会復帰状況
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第二部  各論
二  国民の健康
1  疾病対策
(二)  精神衛生
(1)  意義

われわれが、円満に社会生活を営んでゆくためには、いうまでもなく身体が健康であると同時に、精神
も健康であることを必要とする。このことは、単にノイローゼのような病気にかかっていないというこ
とだけでなく、不安・緊張が少なく環境への適応力に富む成熟した人格を形成することが大切であるこ
とを意味する。精神病ではないが、精神的に健康でないために家庭生活や職場生活に破たんをきたし、
非行、犯罪、自殺等の社会病理学的現象をおこす例はきわめて多い。精神病や、右に述べたような精神
的不健康者を早く診断し、治療し、社会生活への再適応を図ること、およびこれらを予防すること、さ
らに進んで逆境にも負けない明るく健康な心を育てることが精神衛生なのである。このような精神衛生
を進めるにあたつては、精神医学、精神医学的ソーシャル・ワーク、臨床心理を担当する者のチーム
ワークによる精神衛生技術が基本的に必要であり、この技術を衛生、医療、福祉、教育、警察、行刑、
産業、労働等の諸領域で駆使して、それぞれの行政を進めることが肝要である。すなわち、精神病の治
療に、精神的不健康者の治療に、あるいは明るく健康な心を育てることにおいていずれについても、多
少の差はあれ、その技術は大体共通の基盤をもつわけである。

精神衛生対策は一つには、右に述べたような精神衛生の専門家のチームを生み出し、育てあげ、組織づ
け、配置することであり、一つには、いかにこのチームを医療、保健、児童福祉、社会福祉、教育、更
生保護、警察、行刑、産業、労働等の場において活用させるかということである。すでに、児童福祉、
教育、行刑、産業等いくつかの領域で精神衛生技術に対する需要はほうはいとして起りつつあるが、そ
の供給の側については専門家の数も少なく、また、そのチームによる活動もきわめて不じゅうぶんとい
わざるをえない。しかもまた、精神障害者を医療と社会復帰の対象とするよりも、むしろ彼等を公安上
の隔離の対象として考えてきがちであり、このような偏見と誤解のために、その少ない精神衛生技術職
員を隔離施設の守護者として閉じこめてきた長い歴史のゆえに、ますますその数は不足し、活動範囲も
狭かったのである。しかしながら、すでに一方においては、精神病患者に対する正当な医療の需要もた
かまつてきているのであって、施設が新たに設置されるごとに外来患者が増えている事実は、それを物
語るものである(第六八表参照)。

要するに、精神衛生チームを構成する各種の関係専門家が今まで最も多く存在し、またこれからも多い
であろう施設、とくに、精神病院をできるだけすみやかに改善して、単なる隔離所から、精神衛生チー
ムの活動の場とし、また、その数を増加し、需要に応じられるよう整備することがきわめて大切である
といえよう。因襲的な精神病院に対する考え方の反面、すでに精神衛生相談所など精神衛生チーム活動
の胎動が始まっていることは、まことに喜ばしいことである。

第68表 精神病院・病床数および入院・外来患者数の推移
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第二部  各論
二  国民の健康
1  疾病対策
(二)  精神衛生
(2)  現状

精神障害者の現状を正確には握することはきわめて困難であり、その調査は、疾病調査の中でも最も困
難な部類に属するものとされている。現在のところ、精神障害者の実状を全国的に推測するためには、
やや古くはあるが、昭和二九年に厚生省で実施した精神衛生実態調査の結果によるほかはない。これに
よると精神障害者の数は、精神薄弱者も含め、約一三〇万人にのぼるものと推定されている。このう
ち、実際に医師の治療または指導を受けている者は、わずか九・〇%にすぎず、残りの九一・〇%はなん
らの治療も、また指導も受けることなく放置されていることも判明した(第六九表参照)。しかし、家族な
ど周囲の者が精神障害の存在をあらかじめ知つていた割合は、比較的高く、総数において六六・二%、
精神分裂病にあつては九〇・九%に及んでいる。このように、精神障害者の存在が周囲の者には相当程
度まで知られながら、そのうち実際に診療を受ける者はきわめて少ないという事実は、精神障害者にま
つわる誤解から患者の存在を隠したがる傾向があることと、一方において手軽に利用できる医療機関の
少ないということを物語るものであろう。

第69表 精神障害者の指導または治療の現状

次に精神病院に入院している者を除外した精神障害者の自立能力をみると、(イ)身の廻りの始末ができ
ず、絶えず周囲の者によって世話されている者、二七万人(二一%)、(ロ)一応身の廻りの始末はでき、常
時周囲の者からの世話、監護は不要であるが、一定の就業のできない者、五二万人(四〇・八%)、内一応
就業している者、四八万人(三八・二%)となつており、(ロ)および(ハ)のグループのように、専門的な指
導によりその能力に応じて社会生活に一応正しく適応させることができる対象者も比較的多く、このよ
うな指導を行なう必要性がきわめて強いことを物語っている。
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第二部  各論
二  国民の健康
1  疾病対策
(二)  精神衛生
(3)  精神病床

前述のような精神障害者の実情に対して、精神衛生関係施設の方はどのようになつているであろうか。
おもな施設としては精神病院と精神衛生相談所があるが、ここでは主として精神病院の現況と患者取扱
状況について述べよう。

精神障害者の医療施設としての精神病院は、目下のところその病床数も著しく不足しており、それにも
まして現在の配置の状況では、国民の医療需要に応ずるにはきわめて不便であり、手軽に診療を受け、
入院するというわけにはゆかず、また、その医療能力も満足すべき状態にあるとはいえない。昭和二九
年から三三年までの五年間の精神病院の推移は第六八表に示すとおりであり、全精神病床数は、国庫補
助金制度によるさそい水的刺戟も手伝い、需要に応じて約二・五倍に増加したが、二七年以降つねに在
院患者数は定員数を超過し、三三年度においても一〇五・四%の病床利用率を示している。なお、三四
年三月末現在で、病床数は七万六、〇〇〇余床、人口一万対精神病床数は八・三床に達したが、諸外国
のそれに比べて著しく低く、精神病床数の全病床数中に占める割合も一二%で、やはり諸外国における
それに比べて低いことに注目すべきである(第七〇表参照)。

第70表 各国精神病床数の比較

次に、これらの施設の利用状況についてみると、外来患者の数は精神病院施設数の増加とともに増加す
る傾向がみられるのであり( 第六八表参照)、精神衛生施設の適正配置が精神障害者の早期診療のために
必要なことを物語っている。

精神病床は、前述のとおり超満床の状態を続けているのであるが、入院患者を短期入院患者と長期入院
患者の二つの傾向に大別することができる。すなわち、退院精神障害者の約半分の在院期間は、二カ月
以内であり、ほぼ八〇%のものが六カ月以内の在院期間であつて、退院できるほどの症状の患者は、数
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カ月のうちにどんどん寛解または軽快して退院している。他面、在院患者について在院期間を調べた結
果は、二年以上にわたつて長期在院する患者が約四〇%ないし五〇%に達しているのである。
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第二部  各論
二  国民の健康
1  疾病対策
(二)  精神衛生
(4)  医療費

精神病入院患者の医療費の負担状況は、第七一表のとおり、社会保険、二八・五%、生活保護法、四
五・四%、精神衛生法による措置入院、一七・四%、自費、六・二%となつており、精神障害者の医療に
占める生活保護医療の比重はきわめて大きい。この事実は、精神障害についての医療費問題がきわめて
深刻な問題であることを端的に示すものであつて、ことに長期在院患者に対する医療保障については、
措置入院制度による医療費の負担について検討すべきところが多いのである。また、一方、精神衛生対
策の進展により、短期入院の患者はますます増えるであろうが、このような短期間のものにあつては、
強制的入院以外にあつては、その医療保障は国民皆保険の充実により大いに期待がもてるわけである。
しかし、また、退院後においても一般に環境に適応できないために再発したり、症状が悪化して、再入
院する例が四二%にも達するのであり、退院後も精神衛生専門家の指導を続けることが必要なので、精
神障害者の治療は、院外指導を含めれば、たとえ治療費はそう高くなくとも期間としては相当長期にわ
たるものもあることを考えねばならない。もつとも、早期診療により入院期間はもちろんのこと院外治
療および専門的指導の期間も相当短縮できることを忘れてはならない。今後、医療保障制度を確立する
うえにおいて、精神障害の医療費のあり方および費用は、軽視できない問題であり、また、精神衛生対
策の総合的充実が望まれるのである。

第71表 経費負担別公立・指定病院在院患者数
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第二部  各論
二  国民の健康
1  疾病対策
(二)  精神衛生
(5)  精神衛生相談所

最後に精神衛生相談所の状況をみよう。精神衛生相談所(以下「相談所」という。)は、精神衛生に関する
相談および指導を行ない、また精神衛生に関する知識の普及を図る施設であつて、その活動分野は、精
神障害その他の適応障害を有する者の診断、処置および更生(リハビリテーション)から、それら障害の発
生の予防並びに一般人の精神的健康の保持向上に至るまで広範囲にわたつている。その効果をじゆうぶ
んにあげるためには、精神衛生業務に関する第一線の処理機関である保健所の活発な活動を前提とする
ことはいうまでもないが、その他の関係諸資源を動員し、これらと連絡協調することが必要なのであ
る。換言すれば、相談所は、地域の精神衛生技術センターとしての機能をもつものということができ
る。都道府県または政令市に置かれている相談所の数は、昭和三四年一〇月一日現在、全国で四五カ所
である。

相談所には、精神科の診療に経験の深い医師、サイキアトリツク・ソシアルワーカーおよび臨床心理学
専攻者を置き、所長には精神衛生に造詣の深い医師をあてている。相談所の業務は、相談助言、技術指
導、専門教育、公衆教育および協力組織網の育成の五つに大別されるが、それらは相互に補足し合い、
きわめて密接な関係にあり、これらの業務の総合的な推進によつて、地域内の在宅の精神障害その他の
適応障害を有する者をは握、指導することに当分の間、重点をおいて行なわれている。

このように相談所の精神衛生対策上に占める地位は大きいが、その活動状況はどうであろうか。まず、
精神障害者に対し、直接行なう相談助言は、第七二表に示すとおり、三三年度においては一相談所当た
りの新規取扱件数は、年間を通じて一三四件にすぎず、また、取扱対象も精神病患者とそのアフター・
ケアの問題が最も多い。しかしながら国民の精神的健康は、衛生、医療、福祉、教育、更生保護、警
察、行刑、産業、労働等各分野において精神的配慮を加えた行政やサービスが行なわれることによつて
保持され、その向上を真に期待することができるものであつて、これらの領域の専門家またはこれに準
ずる職員に対する専門技術的指導は、相談所の任務中きわめて重要である。このような地域の精神衛生
技術センターとしての医療、教育、社会福祉等の関係者に対する専門的助言等の活動は、医師、保健婦
等の医療技術者に対するものが六六%を占めており、社会福祉、教育等の関係者の利用はあまり活発で
なく、今後この方面からの積極的利用が望まれるしだいである。

第72表 精神衛生相談所における問題別指導・相談状況
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第二部  各論
二  国民の健康
1  疾病対策
(三)  成人病

すでに総説において述べたとおり、中枢神経系の血管損傷(脳卒中等)、悪性新生物(がん)、心臓の疾患そ
の他のいわゆる成人病による死亡者数は、近年引き続いてわが国における死因順位において高位を占め
ており、しかも結核、肺炎等による死亡者数が漸減傾向を示しているのに対し、その数においても漸増
の傾向にある。かような事情に加えて、今後わが国の人口構成中に高年齢層の占める比重がしだいにた
かまつていくこと、さらには文明の高度化、社会生活の複雑化につれて成人病の発生を促す各種の有害
要因の増加する可能性が強いことなどを考えあわせると、成人病対策の確立は、今後の衛生行政に課せ
られたきわめて重要な課題であるといわなければならない。

しかしながら、成人病の多くはその原因、診断、および治療方法等についてまだ医学上解明されていな
い分野が多く、行政的に重点を置くべき疾病の種類、重点を置くべき年齢層、予防の方式ことに早期発
見の方法、事後措置の方式等について種種検討を加うべき問題点があるのである。これらの検討にあた
るため厚生省においても昭和三二年以未成人病予防対策協議連絡会を設け、がん部会、高血圧部会、心
臓部会の三部会にわかれて研究を続けている。
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第二部  各論
二  国民の健康
1  疾病対策
(三)  成人病
(1)  がん

がん実態調査成積の概要

がんは、昭和二八年以来死因順位の第二位を占め、今後も増加を続けるものと予測されるのであるが、
このがんのり患の状況については、厚生省において、さる三三年の九月および一〇月の二カ月間にわた
りわが国としては初めての試みである全国の一般病院退院患者の全員を対象とした実態調査を実施した
結果、今後の対策の基礎資料として次に述べるように重要な成績がまとまつたのである。

この二カ月間に一般病院を退院したがん患者の総数は、一万三、一二七人(男五、八四四人、女七、二八
三人)で、全患者の七六・三%は四〇才から六九才までのいわゆるがん年齢層で占められており、そのう
ちでも患者数の最も多い年齢層は、男では五五才から五九才、女では四五才から四九才であつた。がん
の発生する部位は、性により、また民族によりかなりの差異のあることが知られているが、この調査の
結果によると、男で最も多かったのは消化器および腹膜の七〇・一%(うち、胃がん五一・五%)、女では
女性器の四二・四%(うち、子宮頸がん三三・四%)であった(第七三表参照)。

第73表 部位別悪性新生物発生頻度

次に退院患者を、都道府県別にわけて人口一〇万に対する割合で計算してみると、男では石川は二一・
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九で最も高く、京都、新潟がこれにつぎ、最も低いのは茨城の七・四となっており、一方女では、富山
が二二・六で最も高く、次いで山口、広島、石川と続き、最も低いのが北海道の九・一となっている。
また、部位別にみると胃がんは、男女とも、日本海にそった北陸地方に高率であり、子宮頸がんは中国
地方および九州地方に高率であることが注目されたが、これらの事実は、今後の医療施設の増設にあた
り重要な参考資料となるであろう。

次に患者の治療の状況をながめると、全患者中手術を受けた者の割合は五一・〇%で、部位別では乳房
の八〇・二%が最も高く、肝臓(一〇・二%)、気管および肺(一四.〇%)が低い。生存して病院を退院した
者の割合は、平均では七四・八%であるが、部位によつて大差がある。乳房や女性器がんでは約九〇%が
生存退院するが、肝臓や白血病では三八%前後しか生存退院しなかつた。わが国に最も多い胃がんの生
存退院率が七一・五%で、平均を下回る率である事実から、胃がん対策については特殊の困難さのある
ことがうかがえるのである。さらに胃がんについては、その入院中に死亡する者の割合が、乳がん、子
宮がんの一〇%内外であるのに比べて、約三〇%にものぼつていることが注目されるのである。また症状
が初発してから一カ月以内に受診する者は、病院へ直接来診するものでもわずかに二〇%であり、他の
施設をへてきた者では八%にすぎない点など、初診時においてすでに手遅れの者が多いことを物語つて
おり、今後のがん対策は、早期発見、早期治療ということに重点が置かれるべきであろう。

対策

がん対策については、患者の登録、集団検診の方式などが討議されているが、適確な検診技術が定めら
れていないため、早急に行政措置として取り上げることは困難な現況にあり、当面は臨床的な診断治療
サービスと基礎的および応用研究の強力な推進を図ることが急務である。この観点より、すでに発足し
ている国立病院附属のがんセンター(一二カ所)の拡充に加えて、がんの治療および研究を総合的に行なう
中央施設の設置が強く要望されるに至っている。

なお一部の都道府県においては、診断に要する費用の一部負担、がん患者の登録、あるいは地域住民の
スクリーニングニアストなどの行政的取扱の試みが開始されており、一方民間においても、明治以来、
財団法人癌研究会ががんの予防と治療ならびにその研究にあたってきたが、昭和三三年八月、財団法人
日本対ガン協会が発足して募金ならびに啓発活動を開始し、これに伴って各都道府県にもその支部結成
の気運が高まりつつあり、すでに具体的な活動に入つたところもみうけられる。
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第二部  各論
二  国民の健康
1  疾病対策
(三)  成人病
(2)  中枢神経系の血管損傷、心臓病

中枢神経系の血管損傷(脳卒中等)による死亡は、さきにも述べたとおり昭和二六年以降つねに死因順位の
第一位を占めており、国民の年間総死亡数に対して占める割合も三三年には実に二〇%を占めるに至っ
ている。また、わが国の場合の年齢階級別死亡率を諸外国と比べると、欧米諸国より著しく高率であ
り、わが国においては男女とも五〇才台の前半より死亡が急増するのに対し、欧米諸国においては男女
とも六〇才台の前半より死亡が急増していて、その間に約一〇年のひらきの存するのは注目に価する(第
一七図参照)。

第17図 各国の年齢階級別中枢神経系血管損傷の死亡率(男)

心臓の疾患による死亡も逐年増加の傾向にあつて、三二年までは死因順位第四位であつたものが、三三
年にはついに老衰にかわって第三位を占めるに至つた。最近の傾向としては、若い人に多い急性、亜急
性心内膜炎が減り、老人に多い冠状動脈疾患や心筋変性が増えたため六〇才以上になって死亡率が急増
している。しかし、諸外国と比べると、わが国の、心臓疾患死亡率はめだって低く、脳卒中等による死
亡率が高いのと対照的である。このような循環器系の疾患の対策として、すでに国立病院に一二カ所の
高血圧センターおよび六カ所の心臓病センターが付設されて適確な診断、治療が推進されている。

なお、日本人の血圧を三三年五月実施の国民栄養調査の測定結果によつて、性・年齢別にみると第七四
表のとおりであり、最高血圧は、男では四〇才ないし四四才前後より上昇を始め、以後年齢とともにほ
ぼ直線的に増加し、六〇才ないし六四才で一五四、七〇才以上では一六三に達する。女では、三五才未
満では男より低い平均値であるが、その上昇は男より早く三五才ないし三九才から上昇を始め、六〇才
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まではほぼ男と同様の値を示しているが、六〇才以上になるとかえつて男をしのぐようになる。

第74表 性・年齢階級別血圧分布

最低血圧は動脈硬化症の進展にとくに関係が深いものと考えられているが、これも最高血圧と同様、年
齢の増加とともに上昇する。最低血圧の上昇は最高血圧のそれより緩慢であるが、六〇才ないし六四才
では、男で八九、女で九〇となり、女ではそれ以後もなおわずかながら増加する。
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第二部  各論
二  国民の健康
1  疾病対策
(三)  成人病
(3)  予防活動

最後に予防活動の現況をながめてみよう。予防活動といつても、着手されたばかりで本格的なことは今
後にまたねばならないところであるが、まず、本年二月新たに厚生省の主催による「成人病予防週間」
を設け、国民運動の形で民衆の啓発に乗り出したことがあげられよう。一方、いくつかの都道府県にお
いては、血圧測定、眼底検査、心電図検査等を織りこんだ総合的な集団検診がすでに行政活動の形で実
施され始めており、また一般の病院においても、いわゆる人間ドックを設けるなど、この予防活動に参
加しようとする気運が高まってきている。
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第二部  各論
二  国民の健康
1  疾病対策
(四)  赤痢、小児まひその他の急性伝染病

昭和三三年の急性伝染病の発生状況をながめると、第七五表に示すとおりであり、三二年と比べて赤痢
および急性灰白髄炎(通称「小児まひ」という。)患者の増加傾向が目だち、一方、三一年から三二年にか
け全国的に猛威をふるったインフルエンザは急激に減少した。以下、最近増勢にある赤痢および急性灰
白髄炎についてその概況を述べてみよう。

第75表 伝染病患者数およびり患率
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第二部  各論
二  国民の健康
1  疾病対策
(四)  赤痢、小児まひその他の急性伝染病
(1)  赤痢

戦後まもなく急性伝染病の多くがおおむね防圧されたが、周知のとおり、赤痢についてのみはいぜん年
年多数の患者と死亡者をだしている。

最近の発生状況は、昭和二七年の一一万余人を頂点としその後、若干は減少したものの三三年は、再び
八万人台を越すに至つている。ことに三四年は、冬期には二七年を上回る患者の発生があり、一時は夏
期の大発生が憂慮される状態にあつたが、一〇月三日現在では、届出患者数は六万六、二九四人で、三
三年とほぼ同程度でおさまりそうである。特効薬である抗生物質がじゅうぶん使用できる現在において
すら、このような大発生の危険にさらされているという事実は、まだわが国の現状においては赤痢が患
者の自発的医療のみによつては防圧しきれず、強力な行政措置と予防面における一般国民の積極的協力
とにまたねばならぬものであることを立証するものである。ことに、諸外国の赤痢発生状況と比べた場
合、わが国のそれが高率であり、現段階においてこの撲滅策を強力に実施しないかぎり、赤痢が現在の
蔓延状況のまま、わが国に固着するのではあるまいかとのおそれさえいだかせられる(第七六表参照)。ま
た、赤痢死亡率は、全体としてはここ六、七年の間にほぼ五分の一に減少しており(第七七表参照)、この
点では近代医学と防疫措置の成果がみられるのであるが、四才ないし九才の小児の赤痢死因順位は、不
慮の事故、肺炎および気管支炎についで第三位であり、小児保健対策上もゆるがせにできない事実であ
る。

第76表 各国の赤痢り患率

第77表 赤痢患者数および死亡数の推移
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このような赤痢の現状に対してとられている施策としては、その発生時にとられる一連の防疫措置のほ
か、飲食物取扱者、水道事業関係者等に対する健康診断、学校、寄宿舎、旅館等の給食従事者に対する
健康管理等をあげることができるが、国内における赤痢発生を絶滅するか、あるいは少なくとも腸チフ
ス、パラチフス程度におさえるためには、「総説二の3 生活の環境」で述べたように根本的には、環境衛
生対策の推進にまつべきところが多く、ことに水道の普及やし尿の衛生的な処理のための諸施策が推進
さるべきであろう。

次に、最近とくに注目を要するのはクロラムフエニコール、テトラサイクリン系剤等の抗生物質薬剤の
普及とともに、赤痢の治療にこれらの薬剤を中途半端に用いるため、赤痢菌に耐性が生じ、この種の菌
が他人に感染した場合、再び同種の抗生物質薬剤を用いてもきかなくなるといういわゆる薬剤耐性菌の
問題であろう。最近厚生省で行なった調査によれば、赤痢菌株の約一〇%にこの薬剤(抗生物質)耐性が認
められた。耐性の現われてきている原因について、その多くが抗生物質による素人療法、あるいは症状
がなくなるとともに治療を中止することなど不徹底な治療の結果によるものであることも判明したの
で、本年からは、この耐性発現の防止について強力な指導にあたることとなつた。
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第二部  各論
二  国民の健康
1  疾病対策
(四)  赤痢、小児まひその他の急性伝染病
(2)  急性灰白随炎

疾病対策

昭和三四年六月一五日、急性灰白髄炎(いわゆる小児まひ)は、伝染病予防法により予防方法を施行すべき
伝染病として指定され、以後、コレラ、赤痢、日本脳炎等のごとき法定伝染病と同じ取り扱いをうける
こととなった。小児まひが乳幼児に対して強い感染力を有するものであることは、三二年の届出患者数
についてみるとき、その約九割までが五才未満の児童で占められ、そのうちでも一、二才の乳幼児がと
くに高率となっていることでもわかるが、さらにおそろしいことは、周知のとおり、かかった患者のう
ち相当数のものが後遺症として手や足にまひをおこし、一生をし体不自由者として過ごさなければなら
ないということである。現に、し体不自由児施設に入所している児童の二〇%前後は、この小児まひの
後遺症であるといわれているのである。

小児まひについては、これまで発生患者数が比較的少なかったこと、抜本的な防止方策が確立されてい
なかつたことなどの関係もあり、身体障害児童に対する対策の一部として後遺症対策が行なわれていた
ほかは、医師からの届出による患者数のは握が行なわれてきたに止まり、予防対策は全く実施されてい
なかつたといっても過言ではないのである。しかるに、近年患者数は、漸次増加の傾向を示し(第七八
表参照)、とくに著しい現象として、異常多発事例および集団発生の事例が年年多数報告される状況とな
つた。幸いにして、現在のところわが国の小児まひのり患率は、諸外国のそれ比べると低率である(第七
九表参照)が、しかし、もともとこの疾病は、生活文化の向上につれて発病率が高くなり、かつ、高年齢
層のり患者が増えるといわれており、日本の現段階は、血清中の免疫抗体の測定によって感受性を有す
ると判定された者の割合を年齢別にみても、未開国と先進国との間にあるともいわれるのであり(第一八
図参照)、今後小児まひのすう勢は大いに警戒を要するところであろう。

第78表 急性灰白髄炎届出数の推移

第79表 各国の急性灰白髄炎り患率
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第18図 各国の年齢階級別急性灰白髄炎(2型)感受性ある者の割合

厚生省は、三二年に伝染病予防調査会に対し小児まひの防疫対策がいかにあるべきかの諮問を行ない、
予防対策実施の準備を行なっていたのであるが、三三年六月同調査会は「急性灰白髄炎の防疫対策に
は、経口伝染病(飲食物とともに口から菌が入って発生する伝染病)に共通する一般対策、とくに環境衛生
対策を強化する必要がある。」と答申した。以来約一年にわたり、この答申について種種の角度から検
討を重ねた結果、今回の指定となったのである。この指定により、患者発生の届出時間が、従来の二四
時間から一二時間に短縮され、清潔方法、消毒方法も市町村長その他の指示によつて実施されることと
なり、さらに患者続発のおそれある場合には、患者を伝染病院その他適当な場所に収容することができ
ることとし、その収容治療に要する費用は、公費で負担されることとなつた。この場合、小児まひは、
マツサージなど特殊の治療を要するので、患者の収容施設の選定については厳重な審査が行なわれてい
る。

ワクチン対策

小児まひの予防は、いわゆるポリオワクチン(不活化急性灰白髄炎ワクチン)の創製によつて光明を見いだ
した。三〇年アメリカにおいて発見されたポリオワクチンの予防接種により、アメリカ国内の小児まひ
のり患率は、第八〇表に示すとおり激減しており、その後西欧各国においても相次いでポリオワクチン
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による予防接種が採用されている。

第80表 アメリカにおけるワクチン接種量と急性灰白髄炎発生数

わが国においても、三三年から国立予防衛生研究所においてポリオワクチンの試験製造を行なうととも
に、国産品ができるまでのつなぎとして、三四年一月以降一二万人分のワクチンを海外から輸入し、接
種を開始した。三五年度には、少なくとも三社の製造業者により国内生産が開始されることとなつてお
り、輸入品とあわせて少なくとも一二万人分程度のワクチンが使用できる予定であり、国産品について
は、その全量を国が買い上げて集団発生地区、多発地区等の乳幼児に対し、集中的に接種を行なう計画
を考慮している。なお、国立予防衛生研究所においては、これに伴う検定施設、人員等の拡充を企図し
ている。

次に、ポリオワクチンは、猿にウイルスを接種して製造するのであるが、一匹の猿からとれるワクチン
の量は約三〇〇人分にすぎず、一二万人分のワクチンの生産および検定を行なうためには、約一、二〇
〇匹の猿を要するため、猿の供給を確保することが急務であり、そのため、日本モンキーセンターの助
成や、さらに将来の猿の自給自足を図るため、猿が島の開設などが計画されている。
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第二部  各論
二  国民の健康
1  疾病対策
(五)  その他の疾病
(1)  性病

昭和三三年は売春防止法の取締関係の規定の施行された年であつた。この年の性病患者の届出数は、全
国で三万九、八一九人となっており(第八一表参照)、三二年の一〇万七、三一四人と比べ約三分の一に激
減している。また、全国都道府県の性病病院、診療所で行なつた売いん常習容疑者の健康診断の実施数
は、一万八、八一五人で、前年同期の三四万三、一八〇人に比べわずかに五・五%にすぎなかつた。し
かし、売いん常習者の健康診断による患者の発見率は、三二年の一三・二%に対し、三三年は二三・八%
と約二倍に上昇しており、また、三三年に全国都道府県が各種集団を対象として実施した集団血液検査
の結果によつても、第八二表に示すとおり、検査総数三四万六、二九〇人、このうち梅毒血清反応陽性
者は一万一、〇八七人、陽性率三・二%で、前年の三・三%に比しわずかに低い程度であつた。かように
集団血液検査の結果でも著明な下降は見られないので、患者の届出数の減少からただちに現実の患者が
減少したとはいいがたく、患者の届出数が激減したのは、これまでいわゆる赤線または青線地域の常習
容疑者に対して行なつていた定期的な健康診断が、売春防止法の取締関係規定が施行されたため、行な
われなくなり、売春防止法違反者等に対してのみ健康診断を行なつているため、その実施数が激減して
患者のは握が困難になったことが最も大きな原因と考えられる。一方、最近にみられるり患傾向の特色
としてあげられることは、これまでのように「売春行為によるもの」が感染源の主体をなしていたこと
から、それ以外のもの、とくに「明らかでないもの」の比重の高まりつつあることで、この事実は、感
染源の分散化、潜在化傾向の一端を表わすものであり、性病の現状は楽観視できるものではなく、今後
はとくに予防対策の進め方についても一段の検討を要するものと思われる。

第81表 性病患者数(り患率)の推移

第82表 集団的に血液検査を受けた者の成績
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第二部  各論
二  国民の健康
1  疾病対策
(五)  その他の疾病
(2)  歯科衛生

歯科疾患の実態

わが国民のう歯(いわゆるむし歯)にかかっている者の数はきわめて多く、これをさる昭和三二年に厚生省
が行なつた実態調査によつてみると、実に男子は、その八四・一%が、女子は、その八六・〇%がこれに
冒されているのである。中でも、発育期にある乳幼児のり患率が二才で五七・九%、五才になると九
四・四%という高い率に達しているという事実(第一九図参照)は、まことに憂うべき状態といえよう。ま
た、国民一人当たりの持つう歯数は、六・一本の多きに達するが、そのうち治療を完了しているものは
一・六本にすぎないことも明らかにされた。

第19図 性・年齢別う触り患率

次に、五才以上の者について永久歯の失われてゆく状況をみると、男女とも三五才をすぎると急激に歯
が失われてゆく。このように歯の失われてゆくことは、それに伴つて義歯が必要となることを意味する
のであるが、これらの義歯を必要とする者のうち義歯装着を終っている者は、わずか二七・三%であつ
て、残りの七二・七%はなお義歯を必要とする者である。このう歯の予防には、いうまでもなく歯を常
に清潔にしておくことがもつとも大切なのであるが、毎日歯ブラシを使用する習慣のある者を調べてみ
ると、全国民の六〇.七%にすぎず、とくに急激にう歯の増加する一二才までが、あまり磨いていないこ
とは注目すべき点であろう。

歯科疾患対策
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以上にのべたう歯のり患状況にかんがみ、とくに問題の多い乳幼児および妊産婦に対しては、昭和二七
年以来児童福祉法に基づき、これらの者を対象とした歯科検診および歯科指導が保健所および指定歯科
医を中心として実施されてきており、三三年度には約七六万人について保健指導が行なわれた。なお、
歯科衛生係の置かれている保健所では管内住民の歯科保健指導、予防措置を担当し、また、歯科衛生思
想の普及を常時行なっているが、う歯対策上からは、今後さらに多くの保健所に歯科衛生係が設置され
ることが要望されている。一方、う歯の公衆衛生的な防圧手段である上水道のふつ素化は、二七年二月
より京都市山科地区で実施されており(注入量は〇・六ppm)、現在までの成績では、山科地区の児童は、
対象地区の児童に比べて約四〇%のう歯発生の抑制が実現したといわれている。近くその成績について
詳しく検討が加えられることになつており、将来、より広く実施されることが期待されている。

最後に、歯科衛生士のことにふれておこう。最近歯科医師の業務がしだいに繁忙化してきていることに
加えて、国民の間に歯科疾患を予防しようとする気運がたかまりつつあることから、歯科衛生士に対す
る需要が急増しつつあるのである。しかるに、現在歯科衛生士の数は第八三表に示すとおりきわめて少
ないところから、これを養成する機関の一つである養成所の増設が熱望されているのである。

第83表 歯科衛生士数
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第二部  各論
二  国民の健康
1  疾病対策
(五)  その他の疾病
(3)  原子爆弾被爆者

広島および長崎に原子爆弾が投下されてから早くも一四年の歳月が流れたが、不幸にして今日なお当時
の被爆が直接あるいは間接の原因となって死亡していく者は、そのあとを断つに至つていない状況であ
る。かように原子爆弾の被爆者は、放射能に起因した後障害がいつ症状を呈してくるかもわからないと
いう不安を常にいだいているのであつて、この解決策の一つとしてさる昭和三二年三月に「原子爆弾被
爆者の医療等に関する法律」が制定され、以後、これらの被爆者に対しては、国がすべて費用を負担
し、一定の基準に基づいて健康診断と医療を行ない、健康の保持増進を図ることにしたのである。

まず、この法律のその後の運用状況をながめてみると、三四年三月末までに被爆者健康手帳の交付を受
けた者は全国で二一万六、二二八人であって、それらのうち三三年度において健康診断を受けた者は九
万六、五九三人であり、さらに精密検査を受けた者は一万六、一五二人となっている。精密検査を受け
た結果、原子爆弾の傷害作用によると思われる疾病または負傷がある場合には厚生大臣の認定をへたう
え、全国一四〇カ所の厚生大臣の指定した医療機関で治療を受けることができることとされているが、
三四年三月末までにこの認定を受けた者は二、八二二人となっている。

一方、この法律の運用とは別に、三三年度にはお年玉つき郵便葉書からの配分金によつて原爆福祉セン
ターの建設等のことも進められたが、根本的な問題としては、やはり、治療医学上不分明の点の多いこ
の原爆症に対し、有効にして適切な診断および治療の方法を一日も早く確立することであろう。このた
め現在、各方面で研究が進められているところであるが、厚生省においても、国立予防衛生研究所の支
所として広島市および長崎市に原子爆弾影響研究所を設置し、研究にあたつてきているのである。

最後に、さきに述べた法律の運用に関する当面の問題点としては、この制度が被爆者にもれなく活用さ
れているかどうか、医療給付の範囲を広げる必要はないか、さらに援護の措置の充実が必要ではないか
というようなことがあげられている。
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第二部  各論
二  国民の健康
1  疾病対策
(六)  保健所

保健所は、国民の保健衛生をつかさどる第一線行政機関として、疾病予防、母子保健、栄養指導、食品
衛生、衛生教育、医療社会事業、衛生上の試験検査など、国民の健康に直結するほとんどあらゆる分野
の活動を行なっていることは周知のとおりである。昭和三四年一〇月末現在における保健所の数は、都
道府県に六八六、政令で定める特別の市(現在三〇都市)に一〇三、合計七八九カ所となっているが、これ
を規模別にみるとA級(建坪約一、〇〇〇平方メートル、職員定数五七人以上)が二〇八、B級(建坪約七五
〇平方メートル、職員定数四七人以上)が七五、C級(建坪約五〇〇平方メートル、職員定数三一人以上)が
五〇六となつているのである。なお、三三年における業務種別活動状況は、第八四表に示すとおりであ
るが、同表にみられるように最近の活動の最大の重点は結核予防活動に置かれており、直接関係職員の
五〇%以上の労力が結核対策に傾注されているものとみられている。

第84表 保健所のおもな活動状況
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保健所活動を推進するにあたつて現在最も支障となっている問題は、活動要員の不足ということであ
る。三三年一二月末現在における職員定員の充足率は、全体で六七・二%にすぎず、ことに保健所の基
幹要員である医師の充足率はきわめて低く、また、保健婦、優生保護担当者、医療社会事業員、衛生工
学指導者、衛生教育指導員などの第一線サービス担当者の不足も目立つている。とくに、医師について
は、その待遇の面において臨床医に劣っていること、また公衆衛生に対する医学生の理解が浅いことな
どが保健所勤務の希望者の少ない大きな原因としてあげられる。この解決策の一つとして三二年度か
ら、将来保健所で医師または歯科医師として勤務しようとする者に対し、修学資金を貸し付け、その貸
付を受けた者が一定期間以上保健所に勤務したときは、修学資金の返還を免除することを内容とした公
衆衛生修学資金貸与制度が創設されたのである。そののち、この制度は、順調な進展を続け、三四年六
月現在、医学部学生二一八人、実地修練生五八人、歯科医学生一〇人、合計二八四人が貸付を受けてお
り「一方、三四年三月には二二人の修学修了者を出し、三カ月間の教育訓練の後、一七道府県に配置さ
れたのである。

ところで国民皆保険の完成によつて医療保障の体制は一大飛躍をとげることになるのであるが、これを
機に、医療保障確立の基礎条件である公衆衛生活動、その中でも保健所活動は、そのあり方について再
検討を加えるべき時期にあるといえよう。さしあたって保健所の規模については問題がある。すなわ
ち、これまで保健所は、全国を通じて画一的に人口一〇万に一カ所を基準とし、A、B、C級の三種の規模
別格付によって設置が図られてきているのであるが、しかし、このような方法は、第八五表の人口階
級・面積階級別保健所数でもわかるとおり、必ずしも地方の実情に即さなくなりつつあり、今後の方向
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としては、全国に画一的な保健所活動を行なうより、むしろ地方の特性と要求に立脚した保健所体制を
確立することが熱望されるに至つている。このため、目下厚生省では、現状に即した保健所型別の分
類、それに伴う新定員について三五年度を目標に検討を進めている。

第85表 人口階級・面積階級別保健所数
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第二部  各論
二  国民の健康
2  医療制度
(一)  概況

国民に適正な医療を確保するためには、いうまでもなく、医療の行なわれる医療機関が適正に管理運営
されるとともに、そこで医療の業務にたずさわる医療関係者の資質が、高い水準にあることが必要とさ
れるのであるが、わが国の場合、これらに関する制度はどのような仕組となつているのであろうか、そ
の概要をながめてみよう。

現在医療機関の代表的なものとしては、病院と診療所がある。そしてこの両者は、形の上では、病院
は、患者二〇人以上の収容施設を有するもの、診療所は、患者の収容施設を全く有しないか、あるいは
患者一九人以下の収容施設を有するものとして一応区別されるが、さらに本質的な相違として、病院は
患者に対して科学的、かつ、適正な医療を与えることを目的として組織され、かつ、運営されるもので
なければならないという法律上の要請があるのに対し、診療所にはとくにこのような法律上の要請はな
く、その上患者の収容もできるだけ応急的なものとし、したがつて収容時間についても原則として四八
時間をこえないようにつとめることになつている。病院には、必ず一定数の医師、歯科医師、薬剤師、
看護婦などの医療関係者を置かなければならず、また診療室、処置室、消毒施設、給食施設等一定の施
設をも有しなければならないのに対し、診療所にはこのようにきびしい制約がないのも右の相違を裏付
けるものといえよう。

ところで、わが国の医療機関の設置は、自由開業を基調として今日に至つているのであるが、ただ自由
開業にのみ依存すれば、一方において無医地区を生ずる反面、他方において都会地に病床が集中し、い
わゆる医療機関の地域的偏在の問題を生ずる。このような欠陥を是正するために、現行制度において
は、都道府県、市町村その他厚生大臣の指定する者の開設する病院または診療所を公的医療機関として
取り扱い、国は医療の普及を図るためにとくに必要があると認めるときは、これらの医療機関の設置に
要する費用の一部について国庫からの助成を行ない、またこれらの開設主体に対して、医療機関の設置
を命ずることができるほか、その施設を他の一般の医師または歯科医師に利用させ、その他運営上必要
な指示等を行なうことができることになつている。

次に医療関係者であるが、現在医療に従事する者には、直接診療にあたる医師、歯科医師のほか、診療
の補助的業務を行なうものとして看護婦、准看護婦、歯科衛生士、診療エツクス線技師があり、また保
健婦、助産婦、歯科技工士等も国民医療のうえにそれぞれ固有の役割を果たしている。なお、このほか
特殊な医療関係者として、あん摩師、はり師、きゆう師および柔道整復師がある。しかしてこれら医療
関係者については、その資格、身分および業務等についてそれぞれの法律により規制が行なわれ、とく
にその一部の者の資格については、かなり高い水準が要求されている。すなわち、戦後欧米諸国の医学
医術の水準にかんがみ、医師について実地修練および国家試験制度が設けられたのをはじめとして、そ
の他の医療関係者についても、従来の検定制度は廃止され、すべて試験制度が採用されることになつ
た。医療関係者の資格がこのようにきびしい規制を受ける反面、これらの資格を有しないものが、医療
従事者としての業務を行なうことがかたく禁じられていることはいうまでもない。

ところで医療関係者の業務については、医師、歯科医師以外の医療関係者は、おおむね医師、歯科医師
の補助的業務を行なうものであることから、その業務を行なうにあたっても、多くは医師、歯科医師の
指示に従わなければならないこととされ、また、その業務自体もある程度の制約を受けている。これに
反し、医療関係者の中核をなす医師、歯科医師については、診療行為は、本来的にきわめて複雑微妙な
内容を有しているので、外部から無用な制約を加えることはむしろ医療内容の向上をさまたげるもので
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あるという観点から、診療に従事する医師、歯科医師は、診察治療の求めがあった場合には正当な理由
がなければこれを拒んではならないこと、医師、歯科医師は、みずから診察しないで治療したり、診断
書や処方せんを交付してはならないことなど国民保健の見地から最少限度の規制を行なうにとどまり、
そのほかは医師の良識と技能を信頼して自由に診療を行なわせることをたてまえとしている。しかしな
がら、最近における医学医術の急速な進歩、医療保障制度の進展等四囲の事情の変化は、これまでの制
度について根本的な再検討を要求するに至つている。

すなわち、医学医術の進歩と医療需要の変化の結果、医療機関および医療関係者の機能の分化、専門化
等がある程度必然的に要求されるにもかかわらず、まだわが国の現状は、実際的にも、制度的にも、じ
ゆうぶんこれに対処する措置がとられていない。病院と診療所を機能的にどのように区分するか、専用
医とそれ以外の医師との関係をどのように定めるか、医療機関と医療関係者の機能の分化がそれぞれ行
なわれた場合、この両者をどのように関連づけるかなどの問題は、諸外国の先例、わが国の国情、国民
性等を勘案してさらに慎重に検討を加える必要があろう。

また、これまでの医療制度は、自由診療をたてまえとして考慮されているが、昭和三六年三月末までに
医療の国民皆保険が達成されることになれば、実質的に国民医療の大部分は社会保険診療となり、自由
診療はその一部分を占めるにすぎないことになるので、一方において医療機関の分布、その適正配置等
について、また他方、医業の健全経営等医業経済のあり方について、じゆうぶんな検討が行なわれなけ
ればならないし、また、保険経済、さらには国民経済的な観点から医療制度と医療保障制度との関係に
ついて合理的な調整を行ない、適正、かつ、効率的な運用を図らなければならないであろう。

現在の医療制度にはこのほかにもなお数多くの問題が内包されており、かような事情から、さる第三一
回国会では、三三年一二月新国民健康保険法の通過成立にさいし、早急に医療制度の改善方策の検討を
行なうべき旨の附帯決議がなされており、一方、社会保障制度審議会の「医療保障制度に関する勧告」
(三一年一一月)をはじめ、関係各方面からもこの問題に対する勧告や報告がしばしば提出され、さる三月
にも、かねてから厚生省に設けられていた民間の学識経験者五人からなる医療保障委員によつて、厚生
大臣に対し、わが国の将来の医療保障制度のあり方についての最終報告が行なわれ、関係方面に賛否両
論の反響をまき起した。

これよりさき、専門医制度については、三三年二月、厚生省に専門委制度調査会が設けられ、その後数
回にわたつて会合が行なわれているが、そこにおいても専門医制度を創設することの必要性については
とくに異議はなく、ただその実施は、現在の医療制度に大きな変革をきたすことにもなるので、目下、
これを具体化するにあたつての問題点の検討が続けられている。また、本年からは、新たに広く医療に
関する制度およびこれに関連する基本的事項について調査審議にあたるところの厚生大臣の諮問機関と
して、医療制度調査会が設けられることとなり、現在委員の人選が進められているが、医療制度の改善
のための今後の活躍に大きな期待がよせられている。なお、右の専門医制度調査会は、三五年度から、
この医療制度調査会に発展的解消がなされることが予定されていることを付言しておこう。

以上要するに、いまや、わが国の医療制度は大きな曲り角にさしかかり、今後の方向を見定めるための
検討が進められるべき段階にあるということができよう。
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第二部  各論
二  国民の健康
2  医療制度
(二)  医療機関および医療関係者の現状等
(1)  医療機関の現状

病院の推移

まず病院の数については、昭和三三年一二月末現在五、八三三で前年一二月末より数にして一八五、比
率にして三・三%の増加であり、これは人口一〇万人に対して六.三という割合になる。その内訳は、一
般病院が四、六六八で最も多く、次いで結核療養所六八一、精神病院四〇八、伝染病院六二、らい療養
所一四の順になつている。最近五年間の推移をみると第八六表のとおりであり、全体では三三年は二九
年の約一・二倍となっているが、このうち三一年以降結核療養所が年年減少しているのが目立つてい
る。次に病院を経営主体別にみると、個人立三一%、医療法人立二〇%で全施設の半数を占め、地方公共
団体立の一九%がこれに次いでいる。なお、病院の種類別にその経営主体をみると、精神病院では個人
立医療法人立等私的施設が、らい療養所、伝染病院では公的施設が圧倒的に多い。

第86表 病院数の推移

病床数

昭和三四年一〇月末における全病床数は約六三万床で、三三年一二月末に比べ数にして三万床、五%の
増加となつている。その内訳は、結核病床と一般病床がともに約二六万床で、あわせて全病床数の八
二%を占めている。精神病床は約七万四、〇〇〇床であつて前年末に比べ約一万床、一五%も増加してい
るが、全病床に占める比率は一二%にすぎず、多くの諸外国において精神病床が全病床の三分の一ない
し二分の一を占めているのに比べると、注目に価しよう。なお、最近五年間の病床数の推移をみると第
八七表のとおりであつて、年年増加の一途をたどっている。

第87表 病床数の推移
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病床数を経営主体別にみると第八八表のとおりである。注目すべきことは、病院数においては七・四%
を占めているにすぎない国立の病院が、病床数では二一・八%を占め、地方公共団体立を含めた官公立
病院の病床数は、約二八万七、〇〇〇床で、全病床の四五・四％に達することである。なお病床の種類
でみると一結核病床同国(厚生省)が三〇%一伝染病床は市町村が五五%となつている。

第88表 経営主体別病床数

次に病院の規模をみると、一病院当たり平均病床数は、三三年一二月末で一〇八床であつて前年(一〇六
床)に比べやや増加しており、二九年末は、九七床であったことからみれば、病院の規模はしだいに大き
くなつていることがわかる。また、結核療養所、精神病院等を除いた一般病院の規模別推移をみる
と、第八九表のとおりである。これから明らかなことは、二〇床ないし二九床という小規模の病院が全
体の三分の一を占めていることと、傾向として規模の大きな病院の占める比重がしだいにたかまりつつ
あることで、とくに一〇〇床以上の病院数は、二九年に比べ約五一%の伸びを示している。ちなみに、
精神病院では五〇ないし一五〇床の病院が五〇%以上、結核療養所では一〇〇床以上のものが六〇%を占
めている。

第89表 病床数別一般病院数の推移
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病床の利用率

昭和三三年における病院の病床利用率(全病床数一〇〇に対する年間の一日平均患者数)は、八一・〇%で
あつて、前年の八〇・七%とほぼ変らない。病床種類別に病床利用率の推移をみると第九〇表のとおり
であり、一般病床の上昇傾向と結核病床の低下傾向が目立つ。精神病床の利用率は、一〇五・四%で、
二九年の一一〇・四%に比べればいくぶん低いが、いぜんとして一〇〇%をこえ、精神病床数の不足を物
語つている。

第90表 病床利用率の推移

国立病院と国立療養所

国立病院のうち、広く全国民を対象として医療を担当している厚生省所管の国立病院および国立療養所
についてその現況をみると、まず国立病院は、昭和三三年一二月末で七八施設(うち二カ所は分病棟)、約
二万七、八〇〇床あり、その予算を三四年度についてみると経常費は九六億円であるが、二九年度から
は、地域的にみて必要と認められるものに、がん、高血圧、心臓病等の特殊な疾病のための治療部門を
充実し、三四年度においても、これらの部門を八カ所に設け、特殊診療面の機能の充実にもつとめてい
るのである。最近世人が最も関心をもっている疾病の一つであるがんの対策について一言すると、これ
まで一二カ所において特殊診療面の機能の充実と治療方法の研究にあたつてきたが、がんの治療と研究
には、現在のところ何分多額の費用を要するうえに、専門の技術者を全国各所にわたつて確保すること
はきわめて困難であるので、がんの急増傾向に対処して早急に国で完備したがんの診断治療に関する専
門の病院を設置し、あわせて未開拓の分野の研究を進める必要があろう。

国立療養所は、三四年三月末現在で一九六施設あり、その病床数は八万二七〇床となつている。このう
ち、一八一施設、六万五、五〇〇床は結核療養所であつて、わが国全結核病床の二五%、結核療養所病
床の約半数を占めている。結核療養所においては、最近、重症難治患者の占める割合が逐年増加の傾向
にあり、医療内容においても直達および虚脱療法について全国手術例の五〇%を実施している。結核療
養所にはカリエス、小児結核等の特殊治療を特色としているものもあるが、一般に最近の医学医術の進
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歩に即応するためには、さらにその設備内容を充実して真に結核医療の中核的存在となることが要請さ
れている。なお、その他の療養所としては、らい療養所(一一施設)、精神療養所(三施設)、脊髄療養所(一
施設)がある。国立療養所の予算は三四年度で約一四九億円となつている。

診療所

診療所には、一般診療所と歯科診療所とがある。

一般診療所は、昭和三三年一二月末において五万六、〇四八施設あり、うち三万四、六〇九施設、六
一・七%が無床診療所、二万一、四三九施設、三八・三%が有床診療所であり、その病床数は、一四万
四、一七七床となつている。

なお、一般診療所の施設数の最近五年間の推移をみると、第九一表のとおりであって、前年末に比べ
一、二五八施設増加している。次に、経営主体別に一般診療所をみると、その八五・〇%が個人立すな
わちいわゆる開業医であつて、市町村立、会社立がこれに次いでいる。

第91表 一般診療所数および一般診療所の病床数の推移

歯科診療所は、三三年一二月末で二万六、三六七施設(うち、無床診療所二万六、三二三、有床診療所四
四)となつており、前年未に比べて約六〇〇施設の増加となつている。
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第二部  各論
二  国民の健康
2  医療制度
(二)  医療機関および医療関係者の現状等
(2)  医療機関の整備

医療機関の分布

以上医療機関の現状を概観したが、次はこれら医療機関の分布の状況をながめてみよう。

まず、昭和三三年一二月末現在における人口一万当たりの病床数についてみると、第二〇図の示すとお
り全国平均では、六八・六床であるが、岡山県の九五・八床を最高に、四五・九床の大分県に至るま
で、都道府県の区域によつてかなりの格差を生じてきている。とくに、精神、結核等の病床を除いた一
般病床だけについてみると、全国平均は約二八床であるが、最高の北海道は四三・三床であるのに対し
て、最低の茨城県は一三・二床にすぎず、北海道の約三分の一という状況である。さらに、この一般病
床を地域別に観察すると第九二表のとおりで、これからも明らかなように、「人口三〇万以上の市」に
対し「町村」の病床数は約四分の一にすぎない。

第20図 都道府県別全病床数
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第92表 地区別一般病床数

以上は病院病床の地域的分布であるが、このような分布の不均衡は、診療所についても存在するのであ
る。せつかく、国民皆保険が完成し、国民のすべてが保険によつて医療の給付を受けられる体制が確立
しても、かんじんの医療機関が偏在し、地域によつて円滑に利用できないようなことでは、医療保障の
確立などということには、およそほど遠いのである。国民皆保険の完成を明年度にひかえ、医師あるい
は歯科医師が付近に全くいない地区、いわゆる無医地区、無歯科医地区の解消の問題を含めた医療機関
の適正配置、その体系的整備の緊急性が強く要請されるゆえんもここに存するのである。
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無医地区対策

昭和三一年および三三年の無医地区、無歯科医地区調査によると、第九三表の示すとおり、三三年八月
一日現在で、無医地区、無歯科医地区がそれぞれ一、一八四および二、四二四の多きを数えている。

第93表 無医・歯科医地区数

政府においては、これら無医地区の存在を重視し、第二種に該当する地域のうち人口、面積交通事情、
町村の財政力などを考慮して、これをそのままに放置すれば、地元の町村等の独力ではとうてい医療機
関の設置運営が困難であつて、国の助成が必要であると認められる二三七地区を対象として、三一年度
から積極的な財政援助を行なつてきた。すなわち、これらの地区は、医師などの獲得の面からも診療所
の単独設置は望ましくないので、もよりの公的医療機関たる病院(以下、親元病院という。)の出張診療所
を設置することとし、その設置費および運営費の赤字の二分の一(ただし運営費については三二年度から)
を補助してきた。このため三三年度までに八九カ所の診療所が設置され、三四年度中にはさらに三七カ
所の診療所が設けられる予定であるが、これまでの施策には、親元病院が都道府県立病院である場合を
除いては、当該親元病院が設置費等および運営費の二分の一を負担することは適当でなく、また、実際
上で屯困難であること一補助対象費のうちには、医師の住宅費、車輌費等が含まれていないこと、形式
的には二分の一の国庫補助が、実際には予算上の制約から一〇分の二程度にしかすぎなかったことなど
多くの問題点のあることが指摘されるに至つた。現にこれまでの施策をそのまま今後踏襲していくだけ
では、早急な解消はとうてい望みえないところである。このため、これまでの問題点を反省し、国庫の
助成措置を強化する一方、地元町村の責任を明確にしてへき地診療所の運営にあたらせ、あるいはへき
地に勤務する医師および歯科医師を確保するために修学資金貸与制度を創設する等総合的へき地医療振
興策を進めることによってはじめてこれらの地域の住民のすべての期待にこたえうるものといえよう。

医療機関の体系的整備

医療保障制度を名実ともに達成するためには、単に医療機関を量的に適正配置するのみではなく、さら
にその質的な適正配置を図ること、すなわち、医療機関相互の機能面からの有機的な連携を保つととも
に、基幹となる病院の機能の充実強化につとめることが必要である。このため、厚生省としては、つと
に医療機関整備計画を樹立し、毎年一〇億円内外の医療機関整備費を一般会計予算に計上して国立病院
の整備を行なうとともに、他方、都道府県の区域を病院体系整備の一つの単位として、公的医療機関を
中心に、医療機関の中核である一般病院の整備を推進してきた。国立病院について機能整備の観点か
ら、近時、特殊疾病のための診療部門が充実されつつあることについてはすでに述べたが、このほか病
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床の不足する地域、すなわち保健所管轄区域を単位とし、人口に比し一般病床が不足していると認めら
れる地域を対象として、公的な医療機関の一般病床の普及を図り、病院網の整備を行なうとともに、各
都道府県の中央病院を一してその県内における医療機関の指導的役割を担当させるため、特殊診療機能
の整備強化等を重点的に推進してきた。

しかしながら、医療機関の適正配置の施策は、一方において、医療機関の量的、質的整備を要請すると
ともに、他方において、医療の需要に十二分に応じえられる地域において、さらに不必要に医療機関が
増設されることを防止することを期待するものであることはいうまでもない。しかるに最近は、都道府
県の主要都市に、当該地域の医療需要とはあまり関係なしに公的性格を有する病院が設置され、または
増設される傾向があり、このような病院の乱立は、単に公的資本の非効率的な使用というだけでなく、
病床に余剰をきたすことから病院の経営の不健全化、資本回収の困難化をもたらし、究極的には医療費
の増大、医療内容の低下などを招来することとなるのである。私的資本による私的医療機関については
これを別として、いやしくも公的資本による医療機関の設置あるいは増設について、強力な規制を行な
うべきであるということは社会保障制度審議会の勧告などにおいても、つとに指摘されてきたところで
あつた。このような事情に対処するため、厚生省としては、各局が所管する医療機関整備に関する補助
金、起債、厚生年金保険の還元融資について相互に連絡を行なつて医療機関の体系的整備を図ることを
目的とする医療機関整備調整連絡会を設けた。また、政府は、公的資本によって開設する病院につい
て、その新増設等によつて当該地区の病床数が一定の基準の数をこえるようになる場合には、開設等の
許可を与えないことができることなどを内容とする医療法の一部改正案をさる三月六日国会に提案した
が、目下継続審議に付されている。

以上、公的な医療機関の整備を中心に医療機関の体系的整備について述べたが、医療機関の適正配置
は、もとより公的な医療機関整備のみによって達成しうるものでなく、むしろ、わが国の医療機関の配
置は私的資本による私的医療機関を基調として進められてきたことからいつても、公的私的相まって行
なわれなければならないのである。しかるに私的医療機関に対しては、これまでその整備について国の
助成はほとんど行なわれてきておらず、とくに金融面においては、公的医療機関が預金部資金や厚生年
金保険の還元融資により金利六分五厘、償還期限二五年程度の長期低利の資金を利用しえたのに対
し、第九四表に示すとおり、ごく一部において、中小企業金融金庫や国民金融公庫によって年利九分三
厘、償還期限五年程度の資金が利用されたにすぎず、両者の間の均衡はあまりにも失していたのであ
る。他の一般の企業の場合と異なり、自己調達の資金にもおのずからの制約があることでもあるから、
国の責任において特別の金融機関を設け、公的医療機関と同様な長期低利の融資を行なう措置をこうじ
て、これらの医療機関の整備を図り、診療機能の向上を図ることは、医療保障体制を確立させるうえの
重要施策の一つであり、目下の急務と考えられるのである。

第94表 私的医療機関整備投下資金

薬局

薬局数は、昭和三三年一二月末現在二万七三七となっており、前年に比し約五六〇の増加である。これ
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を人口比にしてみると、一薬局当たり四、四三七人、面積比にしてみると一薬局当たり一七・八平方キ
ロメートルとなっている。しかしながら、現在なお数多くの無薬局町村があり、無医地区対策と同様、
積極的な対策が要請されている。

医療技術の革新

医療保障の眼目の一つは、国民にできるだけ高度の医療を給付することであり、このためにはたえず医
学医術の進歩がなければならない。

最後にこの医学医術の問題その中でも最近の医療技術の状況について一言しておこう。最近における科
学技術の進歩はめざましく、医療技術面においても、わずかここ数年の間に抗生物質、化学療法、麻
酔、輸血等は驚異的な発展をとげているのである。さらに、今日欧米諸国では、エレクトロニクス(電子
工学)、高分子化学、超音波などの電磁波等最新の理工学の粋が医療技術部面へ導入されはじめてきてお
り、たとえば、心電計、脳波計、眼底血圧計、電気メスから人工心臓、人工腎臓さらに電気聴心器など
これまでほとんど想像もできなかつたような医療用の器械器具も現われはじめてきていることは、さき
に述べたとおりである。これに対しわが国のこの面についての技術は、現在のところ著しく立ちおくれ
ており、早急に医学関係の各部門はもとより、理工学などをも含めた総合的な研究体制を確立し、欧米
諸国の域に一日も早く追いつけるための努力をする必要があろう。

なお、近年における放射性同位元素等の医学的応用の拡大と、その使用ひん度の増加にかんがみ、本年
五月、診療用放射線の防護に関する医療法施行規則の規定を改正し、放射線取扱者その他の安全を期す
ることになったことを付記しておこう。
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第二部  各論
二  国民の健康
2  医療制度
(二)  医療機関および医療関係者の現状等
(3)  医症関係者の現状

医師

昭和三三年一二月末現在における医師数は第九五表のとおり、九万九、八七六人で、前年に比し約一、
六〇〇人の増加をみており、人口一〇万対医師数は一〇八・六人となっている。次に業務の種類別にみ
た医師数は、第九六表のとおりであつて、衛生行政または保健衛生業務に従事する者の数が減少する傾
向にあり、その総数に対する比率も二九年の三・〇から三三年には二・四と下がっていることは、医療
保障達成のために公衆衛生活動が占める役割の重大性にかんがみるとき一考を要する点である。なお、
医療機関の従事者、すなわち診療に従事する医師は、総数の九二・五％を占めているが、そのうち医療
機関の勤務者の占める比率は四八・一％となっている。

第95表 医療関係者数の推移

第96表 業務の種類別医師数の推移
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最後に医師の分布状況をみると、一まず三三年一二月末現在における人口一万当たりの医師数は、全国
平均では一〇・九人であるが、京都府の一六・六人から秋田県の六・九人に至るまで都道府県間の不均
衡は大きい。これをさらに医療施設の従事者だけについてみると、全国平均では一〇・〇人であるが、
京都府の一五・〇人に対し、秋田県はその二分の一に満たぬ六.七人という状況である。なお、地域別の
分布は第九七表のとおりであり、医師の分布の不均衡はこれからも明らかであろう。

第97表 地域別医師の分布

歯科医師

歯科医師数は、昭和三三年一二月末現在、三万二、四八四人で、前年に比し五一三人増加しており、人
口一〇万に対する比率は三五・三であつて、この比率は前年よりやや増加しているが、医師と同様に地
域的にみるとかなりの偏在が認められる。業務の種類別歯科医師数は第九八表のとおりであつて、衛生
行政または保健衛生業務の従事者は一般医師と同様少なく、総数に対する比率はわずか〇・七％にすぎ
ない。昨今、保健所における歯科衛生業務の強化が叫ばれているときでもあり、この改善策は、早急に
検討されなければならない問題であろう。

第98表 業務の種別別歯科医師数の推移
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薬剤師

薬剤師数は、昭和三三年一二月末現在、五万六、五一八人で、前年に比し約一、七〇〇人増加してお
り、人口一〇万人対は六一・四人で前年より一・二人だけ大となつている。なお、業務の種類別にみた
薬剤師の推移は、第九九表のとおりである。

第99表 業務の種類別薬剤師数の推移

保健婦、助産婦、看護婦等

昭和三三年一二月末における保健婦、助産婦および看護婦(看護人、准看護婦を含む)の免許所有者は、そ
れぞれ四万六、〇四二人、一三万八、二六四人および三七万二、・三九六人であるが、このうち従業
者、すなわち実際に業務に従事している者の数は、第九五表のとおり、保健婦が一万二、二〇一人、助
産婦が五万二、一七九人、看譲婦が一六万一七七人であつて、看護婦が約一万五、〇〇〇人、一〇・
四％の増加を示しているのが目立っている。

診療エックス線技師の数は、三三年一二月末で、七、五〇一人、うち従業者数七、三九一人であるが、
保健所などにおけるその不足が著しい。また、三三年一二月末におけるあん摩師、はり師、きゆう師の
従業者数は、それぞれ四万七、二六〇人、三万一、八八九人、三万一四六人であり、柔道整復師の従業
者数は、五、四九九人となつている(あん摩師、はり師、またはきゆう師の免許をあわせ有する者は、重
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複して計上されている)。
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第二部  各論
二  国民の健康
2  医療制度
(二)  医療機関および医療関係者の現状等
(4)  医薬分業

患者の診療、治療は、医師に、調剤投薬は、薬剤師にと医療を「医」と「薬」とそれぞれの専門家に分
担して行なうことによって、医療の適正化、合理化を図ろうという医薬分業の制度が実施されてすでに
三年有余を経過したが、この間にその実施状況について四回(第一回、三一年二月～六月、第二回、三一
年七月～三二年四月、第三回、三二年四月～一二月、第四回、三三年一月～一二月)の調査が行なわれて
いる。これらはいずれも主として処方せん受け入れ側の薬局についての調査であるが、以下第四回の調
査結果を中心に医薬分業の実施状況をながめてみよう。

まず第一に処方せんの枚数についてみると、処方せんの総枚数は、今回の調査では一カ月平均二万七九
九二枚で、これを全薬局にならすと一薬局一カ月平均一・三八枚となり、第二回の一・一枚、第三回の
一・三枚に比べわずかながらではあるが年を追って増加の傾向を示しつつある。次に処方せんを受理し
た薬局数と受理しなかったそれとを比較すると、調査票の回収された一万八、八一四薬局のうち処方せ
んを受理した薬局の数は八、五四四(四五・三％)であって、残りの一万二八〇薬局(五四.七％)はこの一年
間に一枚の処方せんも受理していないのである。この処方せんのこなかった薬局は、第二回七四％、第
三回五八％であって、その成績は多少上昇しているが、いぜんとして半数以上の薬局が一年間に処方せ
んによる調剤を全く行なつていないわけである。

次に薬局における調剤の費用負担区分を処方せんの枚数によつてみると、社会保険関係負担分は、一カ
月平均一万六、八六九枚で一般負担分との比率は六〇対四〇となつている。ちなみに、第二回は三八対
六二、第三回は五二対四八であつた。

最後に処方せんの取扱を市部郡部別にみると、第一〇〇表から明らかなとおり、市部の取扱枚数はやや
上昇しているのであるが、郡部では前回より約一〇％ほど減少し、また、市部と郡部との割合は九対一
であって、薬局数の比率が市部四、郡部一であることを考えても、郡部の処方せん受理率ともいうべき
ものは、市部のそれよりはるかに低いものであることが推定されるのである。

第100表 市部郡部別処方せん取扱数の推移
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以上第四回調査により医薬分業実施の概況を一覧したが、要するに、分業実施以来三カ年の成果は全般
的にきわめて低調である。医薬制度についてわが国の場合長年の慣習があるうえに、分業とはいっても
調剤する人の選択を患者に任せるたてまえがとられ、しかも一定の場合には医師の調剤を認める制度で
ある以上、医薬分業の完全実施を期待することは、むずかしいことであるかもしれないが、それにして
もより一段と制度の趣旨の普及を図ることが望まれるところであろう。
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第二部  各論
二  国民の健康
2  医療制度
(三)  医薬品
(1)  生産と輸出入

生産

昭和三三年の医薬品の生産活動は、従来までの状況に比べ、きわめて不活発なまま終始し、一般経済界
の景気が上昇しはじめた下半期に至つても、さして好転もみせなかった。すなわち、最終製品の総生産
額は、第一〇一表に示すとおり一、三四五億円で、対前年増産率は七％となつており、最近の対前年増
産率では、やはり不況の年であった二九年をわずかに上回る程度にすぎない。これを薬効別にみれ
ば、第一〇二表のとおりビタミン剤が坑生物質製剤を抜いて生産額の首位を占めるに至り、対前年増産
率でも二八・八％となつている。これはいわゆる総合ビタミン剤の需要の著増によるものであろう。そ
の他対前年増産率の高いものとしては、その他の代謝性医薬品として分類されている部門とホルモン剤
があるが、前者はその七七％を占めている解毒剤の増産によるものであり、後者は最近注目を浴びてい
る副じん皮質ホルモンの急増によるものである。しかしながら中枢神経用薬や公衆衛生用薬は、それぞ
れ対前年一〇・五％および一二・三％とかなりの減少を示している。その他、衛生材料は、総生産額約
八七億円で対前年約七億円の減少となつており、また、医療用器具、機械については総生産額約一六〇
億円で、対前年約五億円増とわずかに増加している。

第101表 医薬品生産額

第102表 主要医薬品対前年増産額および比率
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輸出入

わが国の医薬品産業の安定と発展を図るためには、輸出の振興が欠くことのできないところであること
はいうまでもない。戦後、施設の整備拡充、企業の合理化および生産の増加に伴つて、医薬品の輸出は
年とともに増加し、昭和三一年にはついに輸出超過に転じ、次いで三二年には戦後最高の約五三億円を
記録するに至つた。しかしながら、三三年にはいると第一〇三表に示すように四九億六、〇〇〇万円に
とどまり、前年に比べて約三億円の減少をみせている。これは、三二年の最大の輸出相手国であつた中
国向けの輸出が三三年の七月に突然停止し、三二年よりも約一〇億円も少ない四億六、〇〇〇万円にす
ぎなかつたことが大きく影響しているのである。医薬品の主要輸出先は第一〇三表のとおりであり、中
国向けの大幅な減少と沖縄、香港、その他への多少の減少以外は、かなりの伸びをみせており、また輸
出先は、アメリカ合衆国除いてはほとんどがアジア諸国となっているのが注目される。次に輸出医薬品
を品目別にみれば、ビタミンおよびその調整品が一三億円(二七％)、坑生物質製剤が八億五、〇〇〇万円
(一七％)で圧倒的に多く、次いでサルファ剤の三億五、〇〇〇万円(七％)となっているが、前年三一％を
占めていたビタミンは、司の価格の低落等によつて金額的には大幅に減少している。そのほか。ハス製
剤が中国貿易の中断によって三億九、〇〇〇万円から一億二、〇〇〇万円に減少し、逆にホルモン剤が
七、〇〇〇万円から一億二、〇〇〇万円に増加したのが目立っている。なお、医療機械の輸出額は、三
九億四、〇〇〇万円で昨年とほとんど変わりがない。

第103表 医薬品の主要輸出先

厚生白書（昭和34年度版）



一方輸入は、三三年は四〇億六、〇〇〇万円で、前年に比べて六、〇〇〇万円の増加にすぎない。これ
らはほとんど原料医薬品であるが、ここでも副じん皮質ホルモンの増加が目立つている。また輸入相手
国は、アメリカと西ドイツだけで約三三億円にのぼり、比率にすると実に八〇％を占めている。

最後に、国内の総生産額に対する輸出入の割合をながめてみると、輸出について医薬品は三・五％であ
るが、医療機械は二四％も占めており、一方医薬品の輸入は、総生産額の二・九％となつている。
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第二部  各論
二  国民の健康
2  医療制度
(三)  医薬品
(2)  薬事監視その他の問題

薬事監視

テレビ、ラジオ、新聞、雑誌などの広告宣伝をみてもわかるとおり、最近の医薬品の販売競争はますま
す激しくなつてきており、これがため、適正な医薬品を国民に供給できるようにするための薬事監視の
任務もますます大きくなつている。このため厚生省では昭和三三年度から、新たに薬事監視計画を樹立
し、監視活動の重点的効率的運用を図ることとしたのであるが、これはこれまで製品の監視に重点を置
いていたのを改めて製造段階における監視を強化することを意図したものである。ちなみに三三年の立
入検査施行か所数は、延約二五万、違反発見か所数は延にして約三万八、〇〇〇となつているが、新計
画に基づく活動の効果は徐徐に現われているようである。なお、新しい監視計画と呼応して、各製造業
者に対しても自家検査の励行を要望し、三三年七月からは、医薬品の製造許可を申請するにあたつて、
自家検査の方法を付けさせることとした。

毒物・劇物

毒物・劇物は、各種産業における原材料をはじめ、日常生活のあらゆる分野において大量、かつ、広は
んに使われており、そのために取締は困難をきわめ、これらに起因する種種の危害の発生も少なくな
い。ことに全国の農家に広く用いられている。パラチオン等の有機燐製剤は、その使用量と使用面積が
きわめて大きい反面、強い毒性を有するところから、危害の発生も少なくなく、昭和三三年度だけで全
国で事件件数にして約一、四〇〇件、また、事故死三五人、自殺五一五人、中毒者数八一六人にも達し
ている。このため、厚生省では、三二年度に引き続き、強力な危害防止運動を展開してきているが、そ
の事故は、いぜんとしてあとを断たない状況である。

このような事故の防止のためには、本来的に使用者の認識が深まることが要請されるのであり、使用者
の慎重な取り扱いが望まれるしだいである。

また、最近化学工業等において青酸ソーダの含有物を河川へ流出させ、社会不安をおこす事件がひん発
しており、これに対する方策を早急に樹立する必要性に迫られている。

麻薬および労せい剤

麻薬および覚せい剤の常用によつてもたらされる危害は、保健衛生の面のみならず社会的にも非常に大
きなものがある。とくに戦後覚せい剤中毒者は膨大な数にのぼり、一時は、大きな社会問題ともなつ
た。そこで昭和二六年に覚せい剤取締法が制定され、さらに三〇年には閣議決定により内閣に覚せい剤
問題対策推進中央本部が置かれ、啓発宣伝の実施、取締の強化、中毒者の医療保護等の諸施策を強力に
推進することによつて、覚せい剤問題の解決が図られてきたのである。このようにして覚せい剤対策は
急速に進展し、第一〇四表に示すとおり、覚せい剤事犯も著しく減少するに至つた。しかし、その製造
が比較的簡単なところから、いつまた増加するかわからず、今後とも監視の手をゆるめることは許され
ないであろう。
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第104表 覚せい剤事犯検挙状況

これに対し、麻薬の取締は、一進一退の状況である。第一〇五表をみてもわかるとおり、ここ二、三年
減少していた麻薬事犯は、三三年に至つて、また増加を示し、三四年の上半期の状況も三三年の上半期
とほぼ同様であり、はなはだ憂うべき状態にある。麻薬のもたらす害毒については、改めて述べる要も
ないが、この麻薬は、覚せい剤の場合と異なり、国外において製造されるため、その徹底的な取締が容
易でないことに加え、最近の傾向として密輸入の方法が一段と巧妙をきわめてきており、しかもこれに
対して取締の掌にあたる麻薬取締官の数は、不足がちであつて、麻薬取締官を充実させるなどの措置を
こうじ、取締を強化することが望まれているのである。ところで、麻薬は一方において医療上欠くべか
らざるものであるが、この原料の大半を占めているあへんについては、国内で生産されるものはきわめ
て少なく、大部分が輸入に依存しなければならない。三三年にはトルコ、インドおよびイランから合計
約四〇トンが輸入され、三四年には約六〇トンの輸入が見込まれている。なお、国内で生産されるもの
は約一・七トンにすぎない状況であり、今後は、国内でも徐徐に作付面積をふやしその増産が図られる
ことになつている。

第105表 麻薬取締違反状況の推移

保存血液と血液銀行

最近の医学の発達による輸血量の増大に伴い、保存血液の生産は、年年加速度的に増加している。すな
わち昭和三三年の総生産量は約三六万リットルで、これは前年に比べて約二七％の増加となつており、
また五年前の二九年に比較すると、実に約八倍にもなつているのである。保存血液は、全国三七カ所の
血液銀行で製造されているが、この血液銀行は、都会地周辺の地域に偏在し、その結果、限られた地域
の限られた階層の血液をもって、年年増大している血液の需要をまかなっているような状況であり、こ
のような傾向は供血者の保健上好ましくないばかりでなく、ひいては良質の血液を必要量だけ確保でき
ない事態を招くことも予想されるのである。

そこで三二年以来血液銀行においては、血液を血液銀行に預け入れ、将来必要な場合には、預入分と同
量の血液の払いもどしを受けられるようにする方法すなわち預血方式および血液を寄付する方法すなわ
ち献血方式を主として血液を確保するよう努力が払われてきたのであるが、いままでのところほとんど
その成果をみていない。ちなみに現在行詰れているような血液を売買するという方式は、欧米諸国にお
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いてはほとんどこれを採用している例がなく、わが国において早急に預血および献血方式が普及される
よう国民一般の認識のたかまることが望まれ次第である。
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